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長野運輸支局 

道路運送車両の保安基準の緩和車両を使用する皆様へ 

 

  

 

 道路運送車両の保安基準の緩和申請について、「e-Gov 電子申請」による申請の

受付を開始しました。 

 電子申請を行うことにより、運輸支局に出向くことなく、自宅や職場のパソコン

からインターネットを利用していつでも保安基準の緩和申請が行えます。 

 電子申請を行った場合、運輸支局を経由することなく、北陸信越運輸局（新潟市）

に直接申請されるので、現行の紙による申請と比較して、審査時間が短縮されます。 

e-Gov 電子申請サイト：https://shinsei.e-gov.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【電子申請に関するお問い合わせ先】 

       北陸信越運輸局自動車技術安全部技術課   025-285-9155 

       長野運輸支局検査・整備・保安部門     026-243-5525 

松本自動車検査登録事務所検査部門     050-5540-2043 

電子申請で保安基準の緩和申請ができます！ 

・保安基準緩和（新規、継続、変更等）の電子申請が行えます。 

・申請者は、基準緩和の認定を受けようとする使用者（法人にあっては、その代

表者）です。なお、国、地方公共団体等の長から委任された者及び法人の代表

者から委任された営業所等の長は、委任状を添付することにより、使用者に代

わって申請できます。 

・ヒアリングは、対面に加え、電話又は Web 会議システム等により実施します。 



電子申請

トップ

電子申請について

電子申請とは、現在紙によって行っている申請や届出などの行政手続を、インターネットを

利用して自宅や職場のパソコンを使って行えるようにするものです。

e-Gov電子申請では、各省庁が所管する様々な行政手続について申請・届出を行うことがで

きます。

e-Gov電子申請のメリット

役所の窓口が

しまっていても大丈夫

時間にとらわれず、24時間いつで

も、申請することが可能になります。

夜間や休日でも手続ができます。

どこからでも申請可能

自宅や職場、遠隔地からでも、イン

ターネット経由で申請することができ

ます。

マイページで状況をすぐに確認

申請した手続は、ご自身のマイページ

上に一覧で管理され、処理状況や提出

先機関からの通知等をいつでも、どこ

からでも確認できます。

パソコン上だけで手続が完了

自宅や職場のパソコンから、申請・届

出から電子納付、公文書の取得までを

一貫して行えます。

行政機関の窓口へ出向かなくてすむた

め、移動時間や待ち時間を気にする必

要はありません。

e-Gov電子申請のご利用の

流れ

1. 利用準備 e-Gov電子申請アプリケーションをインストールし、e-Govアカウントを登録しま

しょう。

アプリケーションを起動して、登録したアカウントでログインすると、ご自身のマイ

ページにアクセスできます。

e-Govアカウントの取得方法は をご確認ください。

e-Gov電子申請を初めてご利用になる方、お久しぶりな方は、ご利用前にe-Govを初

めてお使いの方へをご確認ください。

2. 申請・届出 マイページからご利用になる手続を選択すると、申請届出様式の入力画面が表示され

ます。

申請する内容を入力し、必要な書類等を添付しましょう。

提出ボタンをクリックして、入力内容等に問題がなければ、提出完了です。

※申請時に、電子署名が必要な場合があります。

　電子署名には電子証明書が必要となり、認定局から発行を受けます。

トップ 電子申請について 利用準備 手続検索 ヘルプ 

電子申請について ＞

e-Govアカウントの登録方法

基準緩和認定申請でもご利用いただけます！

手続分野分類から探す‐「保安基準の緩和」で検索
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3. 処理状況等の確認 申請した手続の事務処理状況は、マイページからいつでも確認できます。

提出先機関からの通知等も、マイページ上へ通知されます。

状況の確認はパソコンのほか、スマートフォンからも可能です。

4. 手数料等の納付 手数料等の納付を必要とする手続の場合、適宜の方法で納付を行いましょう。

Pay-Easy対応の金融機関の場合、ATMやインターネットバンキングから電子納付を

することもできます。

5. 公文書取得 提出先機関による審査等の結果、申請が受理されると、公文書が発出されます。

発出された公文書ファイルをマイページからダウンロードしましょう。

公文書の取得が終わると、手続完了です！

※手続によっては、公文書発出が行われないものもあります。

e-Gov電子申請の機能

紹介

e-Gov電子申請で使える主な機能ヘ

＜基準緩和認定申請に関するお問い合わせ先＞
　北陸信越運輸局自動車技術安全部技術課
　　　　　　　 ０２５－２８５－９１５５ 


